
- 1 - 
17 秋 SM 公 

2017 秋 IT サービスマネージャ試験 全国統一公開模試 講評と採点基準 

2017 年 9 月 21 日 (株)アイテック IT 人材教育研究部 

 

 

■ 全体講評 

 今年の午後Ⅰ記述式試験は，問題の難易度が高かった

ため，平均得点はあまり高くありませんでした。しかし，

“ケアレスミスで得点できなかった”といえる解答は，

例年よりも 3 割ほど減少しました。したがって，受験者

のレベルは上がっていると判断できます。午後Ⅱ論述式

試験では，論文としての体裁が整っている論文の割合が

増加しています。今回の本試験もレベルの高い試験にな

ることが予想できます。これから説明していく解答作成

のノウハウをよく確認して得点力をアップし，より確実

に合格しましょう。 

なお，今年は，午後Ⅰ試験における問題の選択漏れが

2 件で，昨年と同様に少ない状況でした。しかし，午後

Ⅱ試験においては，問題の選択漏れが，午後Ⅰ試験より

も多かったです。解答用紙の提出時は，問題選択漏れを

必ず確認するようにしましょう。 

■ 午後Ⅰ記述式問題講評 

 午後Ⅰ記述式試験の各問題におけるポイントを次に

示します。具体的には各問題の講評を参照してください。 

問 1 IT サービスの障害管理 

(1)図表に書かれている詳細な内容に着目して解答を導く 

(2)設問文にある「～の観点」という解答条件を満足する

解答を導く 

(3)項目名を問われている場合，一つの解答欄に複数の項

目名を記載しない 

(4)正答率の高そうな設問は絶対に得点する 

問 2 IT サービス財務管理 

(1)問題文において，論点となっている内容を踏まえて解

答を導く 

(2)設問で問われている内容に解答の語尾を合わせる 

(3)問題文にあるキーワードを活用して解答を作成する 

(4)設問にある解答条件を全て満たしているかを必ず確

認する 

問 3 情報セキュリティ管理におけるインシデント対応 

(1)テーマとなっているトピックを踏まえて問題を解読

し，解答を導く 

(2)設問文にある条件を全て満たす解答を作成する 

(3)“設定内容の見直しはされていない”という旨の問題

文の記述は，解答に関係する重要な記述と考える 

■ 午後Ⅱ論述式問題講評 

 午後Ⅱ論述式問題では，論文としての体裁が整った解

答が多かったですが，再度，確認してみましょう。 

 午後Ⅱ論述式問題では，次の点に留意してください。 

(1)質問事項の記入漏れをなくす 

 解答用紙の最初に問われている質問書（論述の対象と

する IT サービスの概要）ですが，これも採点対象です。

記入漏れをなくし，減点されないようにしましょう。本

試験では，試験開始前から質問への回答内容を考えてお

きましょう。 

(2)IT サービスの名称を書く 

 質問項目①において，問われている 30 字が，IT サー

ビスの名称になっていないものが多いです。質問書内に

記述例が挙がっているので，それを参考に自分でチェッ

クしてみましょう。例にならって，名称の語尾を合わせ

ること，IT サービスの名称を修飾することも大切です。 

 本番の試験では質問項目も採点対象ですから，漏れな

く解答するようにしてください。 

(3)設問アの前半で“IT サービスの概要”が問われてい

る場合は，“システム”よりも“IT サービス”を意図的

に使う 

 システムの概要にならないようにしましょう。 

(4)論文は 1 枚ずつ書く 

 書いた文字が重なり合った状態で，その上から字を書

くと，双方のページに字が写り，読みにくい答案になり

ます。論文は 1 枚ずつ書くとよいです。 

(5)事例の詳細を書く 

 一般論を書いていては，合格は難しいです。問題の趣

旨に沿った事例の詳細を展開させて論述します。問題文

をなぞったような論述の仕方はせずに，趣旨に沿って掘

り下げ，論述することが重要です。 

(6)その他，留意すべき点 

(a) 禁則処理をする 

(b) 箇条書きで，節を書き始めない，書き終えない 

(c) 「いただく」，「お客様(固有名詞を除く)」などの丁

寧語は使わない 

(d) 「思う」は使わない 

(e) 括弧は「(以下，～という)」以外では使わない 

(f) 問題にある漢字をひらがなや誤った字で書かない 

(g) 略字を書かない 

(h) 「である」調に統一する 

(i) 誤字に留意する。例えば，「実績」を「実積」など

と書かない 

(j) 箇条書きのタイトル以外で，体言止めを使わない 

以上，細かい内容ですが，このような点に着目して採

合格への本当のノウハウ！ 
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点をするケースもあると考えてください。 

次に午後Ⅰ記述式問題の各問題について，講評と採点

基準を説明します。 

 

＜午後Ⅰ＞ 

問 1 IT サービスの障害管理 

【講評】 

図表に書かれている詳細な内容に着目して解答を導

くことが重要です。表のインシデント報告書を確認する

と，「インシデントが発生した処理は月次処理であるこ

と」及び「パッチの適用によって他の問題が発生しない

か，十分なテストを行うこと」という，それぞれ，設問

1や設問 2(1)の解答を導くための内容が書かれているこ

とが分かります。 

設問文にある「～の観点」という解答条件を満たす解

答を導くことが重要です。具体的には，設問 1 の「緊急

手続の観点から」や設問 2(1)の「インシデント回避の観

点から」という記述です。設問文に書かれている条件を

満たしていない解答は，部分点もなく不正解，と考えて

ください。 

項目名を問われている場合，一つの解答欄に複数の項

目名を記載しないようにしましょう。多くの項目名を挙

げれば，その中に正解の一つが含まれ得点になると考え

やすいですが，減点になる可能性があります。 

正答率の高そうな設問は絶対に得点するようにして

ください。受験者間で差がつくのは，正答率が高い設問

を得点するか否かです。この問題では，設問 3 の(1)と(2)

です。設問 3 の 15 点は必ず得点したいところです。 

[設問 1］ 

厳しいですが，「月次処理」を必須とし，これを含ま

ない解答は不正解としました。 

[設問 2］ 

(1)パッチ適用による影響調査も再発防止策に含まれる

と考えてしまうと，正解を導くことが難しい設問で

あったと推測できます。「表 インシデント報告書」

の“再発防止策及び実施予定日”には，このような

影響調査について書かれていないので，この問題で

は，影響調査については再発防止策に含めない，と

考えてください。 

(2)解答例と趣旨が合っていれば，正解としました。 

(3)“議事録の日付”と“修正プログラム適用履歴台帳

の日付”の片方が挙がっている解答が散見しました。

設問にあるように，順番を確認するためには，双方

を比較する必要があります。 

[設問 3］ 

(1)正答率の高い設問でした。 

(2)正答率の高い設問でした。 

【採点基準】 

[設問 1］ 

「月次処理」を必須とし，解答例と同様の趣旨が適切に指

摘されているものに対し 7 点，その他は，基本的に 0 点。 

[設問 2］ 

(1)解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 7 点，その他は，基本的に 0 点。 

(2)解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し，それぞれ 7 点，その他は，基本的に 0 点。 

(3)「議事録」及び「修正プログラム適用履歴台帳」を必

須とし，解答例と同様の趣旨が適切に指摘されている

ものに対し 7 点，どちらかのキーワードがない解答は

部分点 3 点，その他は，基本的に 0 点。 

[設問 3］ 

(1)解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 7 点，その他は，基本的に 0 点。 

(2)それぞれ「IT サービスマネージャ」，「再発防止策」を

必須とし，解答例と同様の趣旨が適切に指摘されている

ものに対し，それぞれ 4 点，その他は，基本的に 0 点。 

 

問 2 IT サービス財務管理 

【講評】 

問題文において論点となっている内容を踏まえて解

答を導くようにしましょう。具体的には，設問 1 におい

て，図に書かれている内容と，問題文において論点とな

っている内容の両方を考慮して，解答を導きましょう。

図 1 のシステム構成要素である専用線について，問題文

において，①主管部署が明記されていない，②専用線は

人事・勤怠管理システムと会計システムで共有している

と明記されている，ということから，専用線について所

管部署を調整する必要があると導きます。 

設問で問われている内容に，解答の語尾を合わせるよ

うにしましょう。具体的には，設問 1 において理由が問

われているにもかかわらず，語尾が「～する」語尾にな

っている解答が散見しました。理由を問われている場合，

解答は「～から」，「～ため」という語尾になるケースが

多いです。 

問題文にあるキーワードを活用して解答を作成する

ようにしましょう。具体的には，問題文の最初の段落に

「サーバ室のファシリティマネジメント」と記述されて

いることを根拠に，設問 2(1)では，「サーバ室のファシ

リティマネジメント」を必須のキーワードとしています。

なお，解答に必要なキーワードが問題文にない場合は，，

解答に必要なキーワードを自分で作るようにしてくだ

さい。 

 たとえ，正解できたと思っても，設問にある解答条件

を全て満たしているかを再度必ず確認するようにしま
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しょう。設問 3(1)は正答率が高い設問ですが，不正解者

の中には“計算して求めた回収期間”を書いている解答

が散見しました。このようなケアレスミスを，本試験で

は絶対にしないようにしましょう。時間がある限り，解

答条件を見直すことです。 

 記述式試験は，正答率が 60％で突破できる試験です。

解けたと思った解答でもしっかりと見直して，確実に得

点できるようにしましょう。 

[設問 1］ 

設問文にある“調整が必要”という記述に従い，例え

ばシステム構成要素として「店舗運営システム」，理由

として「勤怠管理は人事が所管すべきであるから」とい

う趣旨の解答が散見しました。 

①問題文では，店舗運営システムについて所管部署は

店舗管理部と明示されていること，②専用線を共有して

いると明示されているにもかかわらず，専用線の所管部

署は明示されていないこと，以上，2 点を根拠に，解答

解説の解答例だけを正解としました。 

[設問 2] 

(1)では，前述のとおり「サーバ室のファシリティマネジ

メント」を必須としました。 

(2)，(3)，(4)厳しいですが，部分点なし，解答例と同じ

解答だけを正解としました。 

(2)について，運用人件費を含む解答が散見しました。解

答解説に書かれている根拠を読み，含まれないことを確

認してください。 

(3)，(4)は正答率が高い設問でした。 

[設問 3] 

(1)，(2)は，正答率が高い設問でした。 

(2)において，「初期費用」というキーワードがない解答

は，解答例と趣旨が合っていても不正解としました。 

【採点基準】 

[設問 1］ 

システム構成要素について，解答例と同じ解答は 5 点，

その他は，基本的に 0 点。理由について，解答例と同様

の趣旨が適切に指摘されているものに対し 5 点，その他

は，基本的に 0 点。なお，システム構成要素が不正解の

場合は理由についても，0 点。 

[設問 2] 

(1)厳しいですが「サーバ室のファシリティマネジメント」

のない解答は趣旨が合っていても不正解としました。

「サーバ室のファシリティマネジメント」を必須とし，

解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに対

し 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

(2)解答例と同じ解答を 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

(3)解答例と同じ解答を 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

(4)解答例と同じ解答を 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

[設問 3] 

(1)解答例と同じ解答をそれぞれ 5 点，その他は，基本

的に 0 点。 

(2)「初期費用」を必須とし，解答例と同様の趣旨が適

切に指摘されているものに対し 6 点，その他は，基

本的に 0 点。 

 

問 3 情報セキュリティ管理におけるインシデント対応 

【講評】 

 テーマとなっているトピックを踏まえて問題を解読

し，解答を導くことも重要です。この問題では，D 社

CSIRT がテーマになっています。したがって，“仕組み”

について問われている設問では，解答において D 社

CSRIT が高い確率で関係すると考えてください。具体的

には，設問 1 において，D 社 CSIRT が解答に絡んでき

ます。 

設問文にある条件を全て満たす解答を作成するよう

にしましょう。具体的には，設問 2(1)です。この設問で

は，“電子メール受信者の判断内容”と“偽装する目的”

の二つについて解答することが求められています。どち

らか片方しか記述されていない解答が散見しました。 

 “設定内容の見直しはされていない”という問題文の

記述は，高い頻度で解答と絡むと考えるとよいです。具

体的には，設問 3 の空欄 b が該当します。この空欄 b

の内容であるリスク要因を踏まえて，空欄 c や空欄 d に

当てはまるリスクを導きます。 

[設問 1] 

 前述のとおり，厳しいですが，“変更要求を D 社

CSIRT に報告させる”旨のない解答は不正解としまし

た。 

[設問 2] 

(1)設問文では，“電子メールの受信者の判断内容を含め

て”とあるので，「正常なメールと信用」などの判断

内容がない解答は不正解としました。 

(2)正答率の高い設問でした。 

(3)①空欄 a の直前では，添付ファイルを開かずに，通報す

ることを指導していること，②標的型攻撃メールでは，

タイトルや本文に業務に関係する高度な偽装が施され

ていること，③空欄 a の直前には“業務の遂行上”と書

かれているため，業務の観点から論じること，以上，3

点を根拠に，空欄 a には，標的型攻撃メールに特化した

内容が当てはまると考えてください。したがって，

「LAN ケーブルを抜く」，「ウイルス対策ソフトでスキ

ャンする」などの解答は，厳しいですが不正解としまし

た。 

[設問 3] 

(1)空欄 b について説明します。問題文にある「自動判定の
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際に使用されるイベントの検知基準及びインシデント

の自動判定基準は，検知システム上で設定されており，

これらはD 社CSIRT 設置時に，最新の状態に設定され

ている。それ以降は検知システムの設定内容の見直しは

されていない」という記述から導きます。このように“見

直しはされていない”という点は，高い頻度で問われる

ポイントなので，必ず解答に関係すると考えてください。

この場合は空欄bです。したがって，空欄cについては，

新しい手口や脅威に関する解答も正解としました。 

(2)は正答率の高い設問です。 

【採点基準】 

[設問 1] 

「変更要求を D 社 CSIRT に報告させる」旨を必須と

し，解答例と同様の趣旨が適切に指摘されているものに

対し 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

[設問 2] 

(1)判断内容と「添付ファイルを開かせる」という偽装

目的が，解答例と同様に適切に指摘されているもの

に対し 6 点，判断内容や目的が適切ではない場合は，

部分点 3 点，その他は，基本的に 0 点。 

(2)「ウイルス対策ソフト」を必須とし，解答例と同様

に適切に指摘されているものに対し 6 点，その他は，

基本的に 0 点。 

(3)前述のとおり，解答例と同様に適切に指摘されてい

るものに対し 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

[設問 3] 

(1)空欄 b:解答例と同様に適切に指摘されているものに

対し 6 点，その他は，基本的に 0 点。 

空欄 c:解答例と同様に適切に指摘されているものに

対し 5 点，その他は，基本的に 0 点。ただし，前述

のとおり，「新しい脅威」や「新しい手口」を指摘し

た解答も正解。 

空欄 d:解答例と同様に適切に指摘されているものに

対し 5 点，その他は，基本的に 0 点。 

(2)空欄 e，f：解答例と同様に適切に指摘されているも

のに対し，それぞれ 5 点，その他は，基本的に 0 点。 

 

＜合格に向けて＞ 

 自分の改善すべき点を確認して，合格を目指してくだ

さい。次のような改善策があります。これらを参考にし

て得点力をアップしましょう。 

〔午前Ⅰ・Ⅱ多肢選択式問題〕 

 学習の基本は過去問題を解くことです。その際，解答

解説を含めてしっかりと勉強するようにしましょう。分

からない点や苦手な分野は，テキスト学習でカバーする

とよいでしょう。 

 

〔午後Ⅰ記述式問題〕 

 過去問題の演習を中心に，解答を鉛筆で書くようにし

ましょう。解答と解答例のギャップをチェックして，そ

れらの違いが生じた原因を分析するとよいでしょう。改

善すべき点が見つかるかもしれません。 

 記述式問題では，設問の条件を全て満たす解答を作成

することが重要です。解答欄に記入する前に，「設問に

適切に答えているか」という観点から，解答の語尾を中

心に，もう一度解答をチェックしてみましょう。 

〔午後Ⅱ論述式問題〕 

試験センターが発表する講評を読むと，午後Ⅱでは，

マネジメントの視点を採点者にアピールすることが重

要であることが分かります。問われる内容によっては，

部分最適な解答で終わらせず，IT サービスマネジメン

トプロセスの全体最適まで言及するようにして，よりマ

ネジメントの視点を採点者にアピールするようにしま

しょう。 

以上を参考に，各試験を突破できる力を伸ばし，合格

を，より確実にしましょう。 

 

-以上- 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


